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大船渡市林野火災被災木材利用促進事業の実施について 

令和７年大船渡市大規模林野火災により被災した森林から生産される木材（以下「被災木

材」という。）の有効利用を促進するため、大船渡市林野火災被災木材利用促進事業を実施す

る。 

この事業は、市内外の住宅や事務所のほか、令和７年大船渡市大規模林野火災で被害を受

けた漁業者の作業小屋や倉庫の再建等の活用も見込んでいる。 

また、「空き家改修工事補助金（担当：大船渡市）」や「いわて木づかい住宅普及促進事業費

補助金（担当：岩手県）」など他の補助金との併用も可能とする。 

１ 事業概要 

被災木材を使用した建築工事に要する費用の一部を補助する。 

⑴ 補助対象 

被災木材を使用して以下の建築工事を行う個人、法人又は団体。 

 ① 被災木材を５㎥以上使用する新築 

 ② 被災木材を１㎥以上使用する増改築、改修又は改良 

⑵ 補助金額 

被災木材使用量１㎥につき、25,000 円とし、１申請当たり以下の補助金額を上限とす

る。 

 ① 建築物の所在地が大船渡市内の場合 100万円 

 ② 建築物の所在地が大船渡市外の場合  50万円 

⑶ 予算額 

4,000千円（令和８年度） 

⑷ 施行期日 

令和８年４月 27日 

２ 周知方法 

  ５月８日 大船渡市ホームページに掲載し受付開始 

    12日 大船渡記者クラブ会員へプレスリリース 

    27日 令和８年度第１回県産木材供給連絡会議で説明 

  ６月22日 広報おおふなと６月号により周知 

  ※ 今後、ＳＮＳ等を活用した広報活動も随時実施し、継続的な広報に努める。 

 

 

資料４  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：資料４関係 

（fuzok） 


